
一 頁 

 

○ 平 成 六 年 郵 政 省 告 示 第 四 百 二 十 四 号 （ 端 末 設 備 等 規 則 の 規 定 に 基 づ く 識 別 符 号 の 条 件 等 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 

一 識 別 符 号 の 符 号 長 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 に

従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 条 件 に よ る も の と す る 。 

一 識 別 符 号 の 符 号 長 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 に

従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 条 件 に よ る も の と す る 。 

 使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 識 別 符 号 の 符 号 長   使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 識 別 符 号 の 符 号 長  

 一 ～ 四 （ 略 ） （ 略 ）   一 ～ 四 （ 略 ） （ 略 ）  

 五 削 除 削 除   五 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備

の う ち 、 平 成 元 年 郵 政 省 告 示 第

四 十 二 号 に 規 定 す る ミ リ 波 画 像

伝 送 用 及 び ミ リ 波 デ ー タ 伝 送 用

の も の （ 以 下 「 ミ リ 波 デ ー タ 伝

送 用 等 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無

線 設 備 」 と い う 。 ） 

一 九 ビ ッ ト 以 上  

 六 ・ 七 （ 略 ） （ 略 ）   六 ・ 七 （ 略 ） （ 略 ）  

 八 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す

る 無 線 局 で あ っ て 、 電 波 法 施 行

規 則 第 六 条 第 四 項 第 四 号 に 規 定

す る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム

の 無 線 局 （ 以 下 「 小 電 力 デ ー タ

通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 」 と い

う 。 ） の 無 線 設 備 

四 八 ビ ッ ト 以 上 。 た だ し 、 次 に

掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も

の に つ い て は 、 一 九 ビ ッ ト 以 上 と

す る 。 

(1
)

・ (2
)

 （ 略 ） 

(3
)  五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 

  八 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す

る 無 線 局 で あ っ て 、 電 波 法 施 行

規 則 第 六 条 第 四 項 第 四 号 に 規 定

す る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム

の 無 線 局 （ 以 下 「 小 電 力 デ ー タ

通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 」 と い

う 。 ） の 無 線 設 備 

四 八 ビ ッ ト 以 上 。 た だ し 、 次 に

掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も

の に つ い て は 、 一 九 ビ ッ ト 以 上 と

す る 。 

(1
)

・ (2
)

 （ 略 ） 

 

 九 ～ 十 三 （ 略 ） （ 略 ）   九 ～ 十 三 （ 略 ） （ 略 ）  

二 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態 で あ る と の 判 定 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る 使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 方 法 に

二 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態 で あ る と の 判 定 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る 使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 方 法 に

別
添
６
 



二 頁 

 

よ る も の と す る 。 よ る も の と す る 。 

 使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態

で あ る と の 判 定 の 方 法 

  使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態

で あ る と の 判 定 の 方 法 

 

 一 ～ 五 （ 略 ） （ 略 ）   一 ～ 五 （ 略 ） （ 略 ）  

 六 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の

無 線 局 の 無 線 設 備 

(1
)

～ (4
)

 （ 略 ） 

(5
)  五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に

あ っ て は 、 他 の 無 線 局 か ら 発 射

さ れ る 電 波 を 検 出 し 、 又 は 受 信

信 号 を 演 算 し 信 号 レ ベ ル を 検 出

す る こ と に よ り 判 定 を 行 う 。 

  六 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の

無 線 局 の 無 線 設 備 

(1
)

～ (4
)

 （ 略 ）  

 七 ～ 十 一 （ 略 ） （ 略 ）   七 ～ 十 一 （ 略 ） （ 略 ）  

三 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 の 空 き 状 態 の 判 定 の 機 能 を 要 し な い 端 末 設 備 又 は

自 営 電 気 通 信 設 備 （ 以 下 「 端 末 設 備 等 」 と い う 。 ） は 、 次 の と お り と す る 。 

三 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 の 空 き 状 態 の 判 定 の 機 能 を 要 し な い 端 末 設 備 又 は

自 営 電 気 通 信 設 備 （ 以 下 「 端 末 設 備 等 」 と い う 。 ） は 、 次 の と お り と す る 。 

１ （ 略 ） １ （ 略 ） 

２ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 空 中 線 電 力

が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 す る 端 末 設 備 等 

２ ミ リ 波 デ ー タ 伝 送 用 等 及 び 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 特 定 小 電 力 無 線

局 の 無 線 設 備 （ 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） を 使 用

す る 端 末 設 備 等 

３ （ 略 ） ３ （ 略 ） 

４ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の で あ っ て 、 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ

ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 す る 端 末 設 備 等 

 

５ （ 略 ） ４ （ 略 ） 

四 一 の 筐 体 に 収 め る こ と を 要 し な い 無 線 設 備 又 は そ の 装 置 は 、 次 の と お り

と す る 。 

四 一 の 筐 体 に 収 め る こ と を 要 し な い 無 線 設 備 又 は そ の 装 置 は 、 次 の と お り

と す る 。 



三 頁 

 

１ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 五 七 GH
z

を 超 え 六 六

GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） 又 は 七 〇 〇 MH
z

帯 高 度 道

路 交 通 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 で あ っ て 、 次 の 条 件 を 満 た す も の 

１ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 又 は 七 〇 〇 MH
z

帯 高 度 道 路 交 通 シ

ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 で あ っ て 、 次 の 条 件 を 満 た す も の 

㈠ ・ ㈡ （ 略 ） ㈠ ・ ㈡ （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

３ 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 装 置 ３ 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 装 置 

㈠ ～ ㈣ （ 略 ） ㈠ ～ ㈣ （ 略 ） 

㈤ 送 信 機 以 外 の 装 置 （ 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 に 限 る 。 ） 

㈤ 送 信 機 以 外 の 装 置 （ ミ リ 波 デ ー タ 伝 送 用 等 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無

線 設 備 の 装 置 に 限 る 。 ） 

㈥ （ 略 ） ㈥ （ 略 ） 

五 端 末 設 備 等 規 則 第 三 十 六 条 の 規 定 に よ り 同 規 則 第 九 条 の 規 定 を 準 用 す る

自 営 電 気 通 信 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 

五 端 末 設 備 等 規 則 第 三 十 六 条 の 規 定 に よ り 同 令 第 九 条 の 規 定 を 準 用 す る 自

営 電 気 通 信 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 

１ ～ ４ （ 略 ） １ ～ ４ （ 略 ） 

 ５ ミ リ 波 デ ー タ 伝 送 用 等 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 自 営

電 気 通 信 設 備 

５ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 自

営 電 気 通 信 設 備 

６ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 自

営 電 気 通 信 設 備 

６ ～ 1
2  （ 略 ） ７ ～ 1
3  （ 略 ） 

 


